
矢掛町振興計画の一部を変更する計画（P16） 

４-１．土地利用方針 

土地利用は，「生活の基盤」・「農林業の生産基盤」・「商工業・観光の活動基

盤」・「自然環境保全」の４つに分類されます。矢掛町の目指すべき将来像を実現する

ために，４つの区分の土地利用が相互に調和を保ち，町民が安心して快適に暮らすこと

ができるまちづくりを進めていくために計画的な土地利用を進めていきます。 

 

■生活基盤としての土地利用 

町民が健康で文化的な生活をする上で，住宅用地の確保と道路などの基盤整備は不可

欠であり，維持管理などのコスト削減や環境負荷を抑える効率的な土地利用が求められ

ています。また，安心して生活するために，災害に対する防災対策などが合わせて求め

られています。町内における地理的条件，特性などを踏まえて，用途区分を適切に運用

することに努めます。 

 

■農林業基盤としての土地利用 

農地は，農産物の生産基盤であるだけでなく，遊水池的機能などの防災機能や生態系

の維持機能 などの役割を担っています。農地の持つ多面的な機能を活かしながら産業基

盤としての土地利用との調和に努めます。 

 また，山林も保水機能を有しており，防災面及び生態系の維持機能等の役割を担って

おり，適正な管理に努めます。 

 

■商工業・観光基盤としての土地利用 

 商工業・観光等の活動基盤となる土地利用については，住環境との調和を図りながら

町内の貴重な文化資産を後世に継承するために，歴史・文化遺産の積極的な保全と整備

に努めます。 

また，積極的に企業誘致活動を推進し，企業が進出しやすい環境整備に努めます。  

 

■自然環境保全としての土地利用 

矢掛町の景観や自然の豊かさである森林や河川などの自然環境は，生活に潤いを与え

るだけでなく，環境保全や防災，景観形成などの機能面からも大きな役割を果たしてい

ます。  

町内の貴重な森林・河川等を保全し，山や水辺などの自然環境の確保に努めます。 

  



矢掛町振興計画の一部を変更する計画（P16） 

４-２．都市計画に関する基本的な方針 

土地は，現在及び将来における限られた資源であるとともに，町民の生活及び生産を

通じた諸活動の基盤であり，さらに，本町の恵まれた自然は，町民共有の貴重な財産で

す。 

このため，土地利用にあたっては町民の理解と協力の下に，公共の福祉を優先させ，

豊かな自然環境や良好な景観の保全を図りつつ，地域の自然的，社会的・経済的及び文

化的特性に配慮し，健康で文化的な生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図ることを

基本理念とし，総合的かつ計画的に行うものとします。 

また，都市計画区域については，良好な田園風景や自然環境との調和に努めながら，

生活環境施設の充実，産業の振興・業務機能の充実を図り，利便性の高いまちづくりを

進めるため，道路や上下水道施設の整備を計画的に行い，地域拠点機能を強化します。 

さらに，本町の特徴である歴史的な町並みの保存を推進するため，重要伝統的建造物

群保存地区の選定を目指します。 

 

  



矢掛町振興計画の一部を変更する計画（P16） 

【将来都市構造】 

 本町の各種の主要施策が展開できるよう地域を以下の４つのゾーンに区分します。 

 

■市街地ゾーン 

  ・一般住宅地区 

    住宅地であるとともに，一部に商業施設などの混在する地区については，良好

な共生・調和をめざした地区として位置づけます。 

 

  ・歴史的町並み保存地区 

    国の重要文化財に指定されている旧矢掛本陣石井家住宅及び旧矢掛脇本陣髙草

家を中心とした宿場町の町並みを残す地区です。無電柱化を推進するとともに，

重要伝統的建造物群保存地区の選定を目指し，全国で唯一本陣と脇本陣が現存す

る町並みの保存・修景を図ります。 

 

・商業地区 

  中心市街地において公共公益施設，商業・業務施設などが集積する区域です。 

道の駅の整備など，回遊性の向上や既存商業施設の活性化を促進し，魅力ある都

市機能の強化と土地の高度利用を促進します。 

   

■工業ゾーン 

    既に工業施設が立地している区域です。 

    既存の工業機能を維持するとともに，積極的な企業誘致を推進し，工業の振興

を図ります。 

 

■田園・集落ゾーン 

  農業生産基盤である農地及び農業集落地からなる区域です。 

  優良農地・田園景観の保全と，農業集落地の生活環境の整備を図ります。 

  農地は食糧の安定供給を図るための生産基盤であることはもちろん，国土の保全や

良好な田園環境の形成に重要な役割を果たしており，農業振興地域においては耕作放

棄による農地の荒廃や乱開発を防ぎながら，優良農地の積極的な保全に努めるととも

に美しい田園景観の保全に努めます。 

 

■里山・森林ゾーン 

  市街地周辺の里山や森林地域からなる区域です。 

  身近な里山や森林地域など，豊かな自然環境の保全に努めます。 

町の６割を占める森林は，森林資源としてだけでなく，水源涵養，土砂流出防備な

ど公益的機能としても重要であり，森林の保全・育成に努めます。





「矢掛町振興計画の一部を変更する計画」に係るパブリックコメントの実施について 

 

矢掛町では，都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針を定めることを目的と

して，令和 2 年度から立地適正化計画（都市計画マスタープラン）の策定に着手する予定と

しています。 

 立地適正化計画（都市計画マスタープラン）の策定及び今後の土地利用推進の参考とする

ため，この度第 6 次矢掛町振興計画の変更において定めた「４－２．都市計画に関する基本

的な方針」についてご意見，ご提言を募集します。 

 

【募集の概要】 

１ 募集期間 

  令和 2 年 3 月 2 日～令和 2 年 3 月 16 日 

２ ご意見の提出方法 

  パブリックコメント意見提出様式に必要事項を記入の上，次のいずれかの方法により

ご意見等をお寄せください。電話でのご意見等はお受けできませんので，ご了承くださ

い。 

（１） 郵便 

〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛 3018 番地 

 矢掛町建設課 

（２） ファクシミリ 

ＦＡＸ：0866-82-9061 

（３） 電子メール 

info@town.yakage.lg.jp 
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パブリック・コメント意見提出様式 

政策等の名称 第 6 次矢掛町振興計画の一部を変更する計画 

氏名（法人の場合は名称

及び代表者の氏名） 

 

住所 〒 

 

 

電話番号  

 

 

Ｅ－ｍａｉｌ  

 

ご意見等（該当ページ及

び項目を明記して記入し

てください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


